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着
地
型
観
光
っ
て
な
に
？

　

観
光
事
業
者
だ
け
で
な
く
商

業
者
や
農
業
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
自

治
協
議
会
組
織
な
ど
、
直
接
観

光
業
に
関
係
の
な
か
っ
た
人
で

も
参
加
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

伊
賀
ら
し
い
独
自
の
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
有
料
）
を
考
案
い
た

だ
き
、
市
全
体
で
観
光
メ
ニ
ュ
ー

と
し
て
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

募
集
メ
ニ
ュ
ー
の

テ
ー
マ
は
６
種
類

　
「
食
」「
自
然
」「
歴

史
（
文
化
・
伝
統

工
芸
・
ま
つ
り
）」

「
美
と
健
康
」「
ま

ち・む
ら
歩
き
」「
忍

者
・
芭
蕉
」

体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

提
供
す
る
人
が「
パ
ー
ト
ナ
ー
」

　

お
も
て
な
し
事
業
の
実
施
者

を
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
呼
び
、

期
間
中
の
都
合
の
良
い
日
時
に

お
も
て
な
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
料
金
・
募
集

人
数
（
最
少
催
行
人
数
）
も
自

由
に
決
め
て
い
た
だ
け
ま
す
。

※
参
加
料
と
し
て
、
基
本
料
金

　

３
，０
０
０
円
と
売
り
上
げ
の

　
５
％
を
事
務
局
に
お
支
払
い
い

　
た
だ
き
ま
す
。

集
客
ア
ッ
プ
や
過
疎
化
対
策
、

新
規
事
業
の
き
っ
か
け
な
ど

目
的
は
さ
ま
ざ
ま

　

飲
食
・
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
の

集
客
ア
ッ
プ
、
地
域
活
動
の
資

金
作
り
、
都
市
農
村
交
流
に
よ

る
過
疎
化
対
策
、
異
業
種
間
の

交
流
、
新
た
な
事
業
を
始
め
る

き
っ
か
け
作
り
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
目
的
を
達
す
る
手
段
と
し

て
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。

パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
と

こ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が

　

お
も
て
な
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
い
が
ぶ
ら
」

に
掲
載
し
ま
す
。

※
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
市
内
各
施

　

設
・
店
舗
の
ほ
か
、
県
内
・

　
県
外
の
各
地
で
配
布
し
ま
す
。

「
い
が
ぶ
ら
」
の
し
く
み

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
希
望
の
お

客
様
に
は
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
予
約
を
し
て
い
た
だ
き
（
一

部
電
話
受
付
あ
り
）、
パ
ー
ト

ナ
ー
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
編
集
や

参
加
申
し
込
み
状
況
の
把
握
な

ど
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

お
客
様
か
ら
の
参
加
料
金
は
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
開
催
時
に
徴
収
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

《
実
施
ま
で
の
予
定
》

①
５
月
31
日
㈫

　
パ
ー
ト
ナ
ー
の
参
加
申
込
期
限

※
随
時
、
考
案
い
た
だ
い
た
プ

　

ロ
グ
ラ
ム
内
容
の
磨
き
上
げ

　
に
取
り
か
か
り
ま
す
。

②
７
月
初
旬
〜

　

ポ
ス
タ
ー
・
告
知
チ
ラ
シ
に

よ
る
「
い
が
ぶ
ら
２
０
１
６
」

開
催
の
Ｐ
Ｒ
開
始

③
８
月
初
旬
〜

　

公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
・
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
完
成
、
記
者

発
表
、
一
般
公
開

④
９
月
初
旬
〜

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
予
約
受
付
開
始

⑤
10
月
１
日
㈯
〜
12
月
４
日
㈰　
　

　
「
い
が
ぶ
ら
２
０
１
６
」
開
催

⑥
２
月
初
旬

　

パ
ー
ト
ナ
ー
向
け
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
検
証
会
（「
い
が
ぶ
ら

２
０
１
６
」
実
績
報
告
会
）

《
申
込
期
限
・
方
法
》

　
５
月
31
日
㈫

※
㈱
ま
ち
づ
く
り
伊
賀
上
野
へ

　

必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
申

　

込
書
提
出
時
に
、今
後
の
必
要

　
書
類
な
ど
を
渡
し
ま
す
。

※
参
加
申
込
書
な
ど
は
、
市
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　
ド
で
き
ま
す
。

着
地
型
観
光「
伊
賀
ぶ
ら
り
体
験
博
覧
会
い
が
ぶ
ら
２
０
１
６
」の

パ
ー
ト
ナ
ー
を
募
集
し
ま
す

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　ハイトピア伊賀３階
　㈱まちづくり伊賀上野
　☎／ＦＡＸ   050-5204-2828
【問い合わせ】　観光戦略課
　☎ 22-9670　ＦＡＸ   22-9695　

　

市
で
は
、「
観
光
立
市
」
を

め
ざ
し
、
地
域
全
体
で
観
光

客
を
受
け
入
れ
る
体
制
づ
く

り
の
た
め
、
着
地
型
観
光
の

考
え
に
基
づ
く
「
伊
賀
ぶ
ら

り
体
験
博
覧
会
い
が
ぶ
ら

２
０
１
６
」
を
実
施
し
ま
す
。

▲昨年度のパンフレット

◆
過
去
の
い
が
ぶ
ら
で
は
…

　

異
業
種
の
パ
ー
ト
ナ
ー

同
士
の
交
流

で
新
た
な
企

画
が
生
ま
れ

た
り
、
顧
客

獲
得
に
成
功

し
た
事
例
が

あ
り
ま
し
た
。

！



お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し
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不妊治療費・不育症治療費の助成
◆ 助成対象や助成内容を変更しました

【問い合わせ】健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

◆特定不妊治療費（体外受精・顕微授精）助成事業
　特定不妊治療（体外受精または顕微授精で採卵に至ったもの）を受けた夫婦を対象に
治療費の一部を助成しています。

①三重県特定不妊治療費助成事業 ②伊賀市特定不妊治療費助成事業
※①と合わせて申請

助成要件

○特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断され　
　た法律上の夫婦であること
○指定医療機関で治療を受けたものであること
○夫婦の双方またはどちらかが伊賀市に住民登録されていること

所得制限 夫婦の前年の所得の合計額（１～５月の申
請は前々年の所得）が 730 万円未満

夫婦の前年の所得（１～５月の申請は前々
年の所得）の合計額が 400 万円未満

助成上限額
１回あたり、上限 15 万円または 7 万 5 千円
初回申請時のみ 30 万円
※治療内容により上限額が異なります。

１回あたり、上限 10 万円
初回申請時の助成はありませんが、治療内
容によって助成があります。

助成回数 ○ 39 歳以下：通算６回まで
○ 40 ～ 42 歳：通算３回まで

○ 39 歳以下：通算５回まで
○ 40 ～ 42 歳：通算２回まで

※助成回数は、これまでに助成を受けた回数や県外で助成を受けた回数も通算されます。
※通算回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢で判断します。
※妻の年齢が 43 歳以上の場合は、助成対象外となります。

提出書類や申請方法など詳しい内容については、お問い合わせください。　
【申請先・問い合わせ】　健康推進課

◆一般不妊治療費（人工授精）助成事業

◆男性不妊治療費助成事業 ◆不育症治療費助成事業

◆第２子以降の特定不妊治療費に対する助成回数
　追加事業

≪対象者≫　特定不妊治療の一環として行われる男性
を対象とする保険適用外の手術などを受けた夫婦
≪助成内容≫
　特定不妊治療費助成事業に加えて、三重県は 15 万
円、伊賀市は５万円を上限に助成します。

≪対象者≫　妻の年齢が 43 歳未満で、１人以上の実
子がいる、所得合計額が 400 万円未満の夫婦のうち、
平成 26 年度以降に新規で特定不妊治療費の助成を受
け、助成上限回数を超過した夫婦
≪助成内容≫
　初回助成の対象となった治療期間の初日における妻
の年齢が 40 歳未満の場合は２回まで、40 歳以上 43
歳未満で平成 26 年度に新規で特定不妊治療費助成事
業の助成を受けた場合は３回まで、平成 27 年度以降
に新規で特定不妊治療助成事業の助成を受けた場合は
５回まで治療費の一部を助成します。
※１回あたり上限 15 万円

≪対象者≫
　保険適用外の不育症治療・検査を受けた、所得合計
額が 400 万円未満の夫婦
≪助成内容≫
　１年度１回限り、上限 10 万円

≪対象者≫
　保険適用外の人工授精による不妊治療を受けた人
で、次の要件をすべて満たしている人
○医師に一般不妊治療が必要であると診断された法律
　上の夫婦
○夫婦の双方またはどちらかが伊賀市に住民登録され
　ていること
○夫婦の前年の所得（１～５月
　の申請は前々年の所得）の合
　計額が 400 万円未満
≪助成内容≫
　１年度１回限り通算５年まで
　１回あたり上限３万円


